
障がい者支援施設 サンハウス

 
在宅での生活が困難な方に、入浴・排泄・食事の介護や日中活動・リハビ

リテーション・買い物外出等の機会を提供致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療＞ 

〇嘱託医内科往診（倉光病院より毎週１回）  ○皮膚科往診（福岡記念病院より毎月１回） 

〇歯科往診（毎週２～３回）   

〇健康診断（一般健康診断：年２回、心電図検査：年１回実施）   

                                            

＜その他のサービス＞  ※自己負担があります 

〇訪問マッサージ        〇サークル活動（フラワーアレンジメント、書道等） 

〇理容・美容          〇ドライクリーニング  

〇自動販売機、売店       〇買い物代行サービス 

 

＜居室＞ 

個室または相部屋（2 人部屋）をご

用意致します。1、2F 合わせて 60

名程が生活されています。 

 

＜食事＞ 

利用者に合った食事形態で提供しております。ま

た、月１回行事食（季節感のある献立）と週２回

選択食がございます。 

  

 

 ＜入浴＞ 

壁一面の大きな広い窓と空が見える天窓付きの 

お風呂で週３回（冬季は週２回）リラックスして 

いただけます。寝たきりの方でも対応可能な特殊 

浴槽をはじめ合計 4 槽の浴槽があります。 

 



＜ご利用対象者＞ 

年齢 18 歳から 64 歳までの障害支援区分 4 以上の方（50 歳以上の場合、障害支援区分 3 以上）

※集団生活が可能な方に限ります  

 

＜医療的ケア＞ 

・喀痰吸引（口腔・鼻腔）    ・経管栄養（胃瘻・腸瘻） 

夜間の頻回な吸引には対応できません。医療的ケアが必要な方はご相談ください。 

※夜間帯は看護師のオンコール体制となっております 

 

＜ご利用までの流れ＞ 

① 障がい福祉課へサービス利用申請 

② 障がい福祉サービス受給者証の発行、サービスの支給決定 

③ 当施設との面接・ご見学 

④ 判定会議 

⑤ 結果通知・入所待機申込 

⑥ 入所日決定・ご利用開始  

 

＜ご利用料金＞ 

【総合支援法で定められた料金の 1 割*】＋【食事代・光熱水費】*世帯別に上限月額があります 

 

アクセス   

 

 

  

障がい者支援施設 サンハウス   
〒819-0038 福岡市西区大字羽根戸 515 番地 3 

TEL:092-894-8308（窓口直通）  FAX:092-892-2332 

受付時間：平日 9：00～17：00 相談員が承ります 

�タクシーをご利用の場合 

地下鉄空港線 姪浜駅より約 20 分 

地下鉄七隈線 橋本駅より約 5 分 

 

�車でお越しになる場合 

都市高速福重インターより約 10 分 

 

�交通機関をご利用の場合 

地下鉄空港線 西新駅［西新パレス］発 

[四箇田団地］行き②番[羽根戸］下車  

徒歩約 7 分 

地下鉄空港線 姪浜駅［姪浜駅南口］発 

[金武営業所］行き①番[羽根戸］下車  

徒歩約 7 分 

地下鉄空港線 橋本駅［橋本駅］発 

[金武営業所］行き①番[羽根戸］下車  

徒歩約 7 分 


